
 学びの森：宿泊所ご利用案内  
 

 
宿泊所は、学びの森交流館（有料施設）を中心に合宿する団体様（5 名以上）に開放する施設となりま

す。（宿泊のみのご利用の団体は、予約受付けしておりません） 
利用案内を充分ご理解のうえ有意義にご活用下さい。 

 
１．チェックイン     午後４時から 
・ 管理室で部屋の鍵を受け取って下さい。洋室は、特別の事情を除き３名となります。 

・ 鍵の持ち出しは出来ません。外出の際は管理室へお預け下さい。 

・ チェックイン時間変更や宿泊人数変更の場合は、交流館事務所：0765(31)7001へご連絡下さい。 
 

２．チェックアウト     午前 10時まで 
・ チェックアウト時は、カギを管理室へ返却して下さい。 

（引率責任者は、ゴミ、忘れ物等を最終確認のうえ退出してください） 

・ 利用料の精算がお済でない場合は、交流館事務所へお越し下さい。（利用料は退出前に精算して下さい。） 
 

３．寝具配布と返却  
・ リネン室で寝具等の配布を行ないます。各自、寝具一式を寝室へ運んで下さい。 

（同時配布のシーツ、カバーは衛生上必ず使用して下さい。） 

・ チェックアウト時には、所定の場所に整理整頓のうえ寝具等を返却して下さい。 

・ 特別な洗浄を要する汚れ（血液、嘔吐、夜尿など）、破損等を発見した場合は、管理人へ申し出、その指示に

従って下さい。宿泊者の責による汚れ、破損等は、実費相当額を請求させて頂きます。 
 

４．入    浴     午後 5時～午後 11時の範囲で指定する時間 
・ 男女共用の浴室です。浴室入口の入浴時間案内（看板）を確認のうえ入浴して下さい。 

・ 石けん、シャンプー、タオル等は常備しておりません。 

・ 近隣温泉施設へ優待価格で入浴可能です。ご希望の方は、交流館事務所迄お申し出下さい。 
 

５．食    事・・・・・別紙参照 
・ 宿泊所内では、談話室を除き飲食できません。（各部屋での飲食はご遠慮下さい） 

・ 自炊希望の団体は事前に申し出て下さい。（宿泊要望書に記載して下さい） 

 

６．貴重品の管理 
・ 各自で管理して下さい。万一紛失等があっても当館はその責任を一切負いません。 

＊ 複数日宿泊の場合も午前 10時～午後 4時に限り宿泊所へ入る事が出来ません。 

 
７．精 算    チェックアウト前に精算して下さい。 
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８．ゴ ミ 処 理     『持ち帰る』ｏｒ『ゴミ処理依頼』 
・『ゴミ処理依頼』の場合 

魚津市指定袋に分別した後、管理人のチェックを受け、指定の集積場所へ置いてください。 

      『もやせるゴミ』・・・・「生ゴミ、紙くず」など 

      『燃やせないゴミ』・・・「ビニール類、プラスチック類」、「金属類、陶器類」など 

＊ 魚津市指定袋は、管理室、交流館事務所で販売しております。（1袋：20円） 

 

９．門 限 （ 消 灯）     午後１１時 
・ 外食等による外出で帰りが遅くなる場合は、事前に申し出て下さい。 

１０．喫  煙      午後１１時まで   ２Ｆ 喫煙室 
・ 指定場所以外での喫煙はご遠慮下さい。喫煙後は、残り火に十分注意して下さい。 

１１．洗  濯      午後１１時まで   １Ｆ 洗濯室（無料） 
・ 洗剤等は各自でご準備下さい。販売もありません。 

１２．テ レ ビ 視 聴      午後１１時まで   １Ｆ 大広間、談話室（無料） 
・ 大広間は寝室兼用となりますので、宿泊状況により視聴出来ないこともあります。 

１３．湯 沸 室       午後１１時まで 
・ ガスコンロ 8口、冷蔵庫 3台常設してあります。 

・ 自炊希望団体は事前に申し出て下さい。（調理器具等は、持参して下さい） 

・ 調理等による食中毒の問題については、当館は一切責任を負いません。 

 

１４．共用スペース利用     午後１１時まで   「大広間」、「談話室」、「湯沸室」、「洗濯室」 
・ 複数団体宿泊の場合は、『宿泊要望書』や『活動計画書』を参考に調整させて頂きます。 

・ 大広間は、寝室兼用です。宿泊状況により利用出来ない事もあります。 

 

１５．物品販売        午後１０時３０分まで 
・ タオルセット、カップラーメン、お茶他 一部販売があります。 

１６。複数日宿泊者の場合 
・ 午前 10時～午後 4時の間は、宿泊所への入室は出来ません。貴重品等は、持ち出して下さい。 

・  

１７．本 館 の 利 用     午前 9時から午後 10時 
・ 8:40頃から本館へ入館（利用）可能です。また 22:00以降の本館利用は原則出来ません。 

１８．もしも。。。の場合 
  １）火災の時    事前に非常口、避難経路は必ず確認してください。 
             火災発生時は、速やかに管理人へ連絡するとともに、非常放送をよく聞きその

指示に従い沈着に行動して下さい。避難場所は駐車場です。 
  ２）急病の時    管理人へ連絡して下さい。 
            救急病院：富山労災病院 ０７６５（２２）１２８０  車で１０分 
 
  ３）軽微な怪我等  交流館事務所、管理室に救急箱を常備しています。 


